
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号

す
き
入
紙
製
造
取
締
法

黒
く
す
き
入
れ
た
紙
又
は
政
府
紙
幣
、
日
本
銀
行

券
、
公
債
証
書
、
収
入
印
紙
そ
の
他
政
府
の
発
行
す
る

証
券
に
す
き
入
れ
て
あ
る
文
字
若
し
く
は
画
紋
と
同
一

若
し
く
は
類
似
の
形
態
の
文
字
若
し
く
は
画
紋
を
白
く

す
き
入
れ
た
紙
は
、
政
府
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷

局
又
は
政
府
の
許
可
を
受
け
た
者
以
外
の
者
は
、
こ
れ

を
製
造
し
て
は
な
ら
な
い
。

政
府
は
、
前
項
の
許
可
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
独

立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
に
必
要
な
調
査
を
行
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘

禁
刑
又
は
二
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す

る
。す

き
入
紙
製
造
取
締
規
則
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
五
月
一
〇
日
法
律
第
四

一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
一
条
並
び
に
附
則
第
四
条

及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
二
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
、
第
六

条
、
第
七
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条
か
ら

第
十
七
条
ま
で
及
び
第
十
九
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
印
刷
局
の
設
立
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
そ
の
他

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令

で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
法
律
第
六
八

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
百
九
条
の
規
定
　
公
布
の
日

1


